
 
（
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
関
す
る
交
換
公
文
）

 

 
（
日
本
側
書
簡
）

 

（
訳
文
）

　

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和

国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
政
府
及
び
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府

の
代
表
者
の
間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
で
あ
っ
て
、
日
本
国
及
び
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
施
行
さ
れ

 

て
い
る
法
令
の
範
囲
内
で
実
施
さ
れ
る
も
の
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１　

協
定
の
一
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
支
店
を
設
置
し
、
及
び
維
持
し
、

 

並
び
に
協
定
業
務
の
運
営
に
必
要
な
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。

２　

協
定
の
一
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
あ
る
支
店
に
、
航
空
業
務
の
提
供
に
必
要
な

 

管
理
職
員
、
技
術
職
員
、
運
航
職
員
及
び
他
の
専
門
職
員
を
派
遣
し
、
及
び
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３　

協
定
の
一
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
協
定
業
務
の
運
営
に
関
連
し
て
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
得
た



収
入
の
う
ち
支
出
を
超
え
る
部
分
を
、
送
金
の
時
の
公
の
市
場
に
お
け
る
為
替
換
算
率
に
よ
り
、
交
換
可
能
な
通
貨
で
自
由

に
送
金
し
、
並
び
に
当
該
協
定
業
務
の
運
営
の
た
め
外
国
通
貨
建
て
及
び
交
換
可
能
な
内
国
通
貨
建
て
の
預
金
勘
定
を
開
設

 

し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。

４　

協
定
の
一
方
の
締
約
国
の
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
が
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の

付
す
る
こ
と
の
あ
る
合
理
的
な
制
限
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
ら
地
上
取
扱
業
務
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
の
業
務
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
航
空
企
業
、
他
の
航
空
企
業
の
支
配
下
に
あ
る
機
関
若
し
く
は
代
理
業
者
で
あ
っ
て
当
該
権
限

の
あ
る
当
局
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
又
は
そ
の
業
務
を
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
に
委
託
す
る
こ
と
の
い
ず

 

れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

５　

こ
の
書
簡
の
適
用
上
、
「
領
域
」
、
「
指
定
航
空
企
業
」
及
び
「
協
定
業
務
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
協
定
第
一
条
１
に
定

 

め
る
意
味
を
有
す
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
前
記
の
了
解
を
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が
両

政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄

 

を
有
し
ま
す
。



 
本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

 

　

二
千
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日
に
東
京
で

 

 

日
本
国
外
務
大
臣　

林　

芳
正　
　
　

 

 

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
外
務
欧
州
大
臣　

　
　

ゴ
ル
ダ
ン
・
グ
ル
リ
ッ
チ
・
ラ
ド
マ
ン
閣
下



 

（
ク
ロ
ア
チ
ア
側
書
簡
）

 

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

 

し
ま
す
。

 

 

（
日
本
側
書
簡
）

 

本
大
臣
は
、
更
に
、
閣
下
の
書
簡
に
記
載
さ
れ
た
了
解
を
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣

下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
合
意
が
航
空
業
務
に
関
す
る
ク
ロ
ア
チ
ア

 

共
和
国
政
府
と
日
本
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

  



 

　

二
千
二
十
三
年
七
月
二
十
一
日
に
東
京
で

 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
外
務
欧
州
大
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ゴ
ル
ダ
ン
・
グ
ル
リ
ッ
チ
・
ラ
ド
マ
ン　
　
　

 

日
本
国
外
務
大
臣　

林　

芳
正
閣
下


